
                         報告第１０号   

 

令和７年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰

越しについて  

 

 令和７年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰越しについ

て、地方公営企業法第２６条第３項の規定に基づき、別紙のとおり報告

するものとする。  

 

      令和  ８  年  ６  月  ４  日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹  

 

 

 

-67-



令和７年度　日立市　水 道 事 業 会 計　

　

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

水源及び配
水施設事業

505,285,000 432,493,888 68,669,000 37,000,000

配水管布設
事業

1,733,099,000 1,287,934,966 364,933,800 326,000,000

2,238,384,000 1,720,428,854 433,602,800 363,000,000計

1.水道事業
　資本的支
　出

1.建設改
　良費

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金
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 予 算 繰 越 計 算 書

31,669,000 4,122,112

1,153,000 2,904,000 34,876,800 80,230,234

1,153,000 2,904,000 66,545,800 84,352,346

損 益 勘 定
留保資金等

　城の丘配水場加圧ポンプ制
御盤更新工事等において、電
子部品及びアルミなどの原材
料不足により、工程調整に不
測の日数を要したため。

　配水管更新工事において、
施工方法や工程などに関する
関係機関との協議調整等に不
測の日数を要したため。
　翌年度以降に更新を計画し
ていた配水管に漏水が発生し
ているため、計画を前倒しし
て工事を実施したことから、
年度内工期の確保ができな
かったため。

（単位　円）

　　源　内　訳

不　用　額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説　　　明

工事負担金
繰越工事
資　　金
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令和７年度　日立市　下 水 道 事 業 会 計　

　

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

中央処理区
改良事業

1,180,667,000 571,917,251 540,710,000 249,200,000 244,415,000

流域関連処
理区改良事
業

293,852,000 142,648,215 114,174,947 55,000,000 26,502,500

広域汚泥焼
却炉建設負
担金

3,019,000 1,590,000 433,000 400,000

流域下水道
建設負担金

32,909,000 3,287,000 29,621,000 29,500,000

雨水対策事
業

477,200,000 110,569,687 354,464,350 208,900,000 145,358,300

1,987,647,000 830,012,153 1,039,403,297 543,000,000 416,275,800

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金

1.下水道事
　業資本的
　支出

翌　年　度
繰　越　額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

1.建設改良
　費

2.雨水対策
　費

計
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 予 算 繰 越 計 算 書

47,095,000 68,039,749

32,672,447 37,028,838

33,000 996,000

121,000 1,000

206,050 12,165,963

206,050 79,921,447 118,231,550

　　源　内　訳

不　用　額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説　　　明

（単位　円）

　雨水管渠改築工事において、
関係機関との協議に不測の日数
を要したため。

　池の川処理場Ｂ系機械棟耐震
補強工事等において、材料費や
人件費の高騰により設計変更の
必要が生じ、年度内工期の確保
ができなかったため。
　管渠改築工事等において、国
庫補助事業の追加採択に伴い、
年度途中に事業を実施したこと
などから、年度内工期の確保が
できなかったため。

損 益 勘 定
留保資金等

一般会計
負 担 金

繰越工事
資　　金

　管渠内調査業務委託等におい
て、国庫補助事業の追加採択に
伴い、年度途中に事業を実施し
たことなどから、年度内工期の
確保ができなかったため。

　県が施工する那珂久慈流域下
水道事業の管渠改築工事等にお
いて、全国特別重点調査に係る
国庫補助事業の追加採択に伴
い、年度途中に事業を実施した
ことなどから、年度内工期の確
保ができなかったため。

　県が施工する那珂久慈ブロッ
ク広域汚泥処理事業のポンプ設
備改築工事において、半導体需
要の増加に伴う関係部品の不足
により、工程調整に不測の日数
を要したため。
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  地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

1.下水道事
　業費用

処理場事業 12,320,000 11,308,000

流域下水道
建設負担金

11,625,000 10,393,000 1,232,000

雨水対策事
業

291,234,500 265,649,600 25,584,900 16,400,000 9,124,200

315,179,500 276,042,600 38,124,900 16,400,000 9,124,200計

1.営業費用

1.建設改良
　費

1.下水道事
　業資本的
　支出

2.雨水対策
　費

　　　左　の　財

企 業 債 国庫補助金

事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

款 項
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11,308,000 1,012,000

1,200,000 32,000

60,700

60,700 1,200,000 11,340,000 1,012,000

　池の川処理場水処理設備修繕
工事において、付属機器の製作
に時間を要したことにより、年
度内工期の確保ができなかった
ため。

　県が施工する那珂久慈流域下
水道事業のポンプ場計装設備改
築工事において、半導体需要の
増加に伴う関係部品の不足によ
り、工程調整に不測の日数を要
したため。

　雨水管渠改築工事において、
関係機関との協議に不測の日数
を要したため。

　　源　内　訳

不　用　額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額損 益 勘 定

留保資金等

（単位　円）

説　　　明
一般会計
負 担 金

繰越工事
資　　金
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